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トラクターヘッドの車両情報 

トレーラー部の車両情報 

「初年度登録・通称名・型式・最大積載量・車体番号」は必須項目となります。 
ナンバー付の場合は「登録番号」を記入して下さい。 

3月1日より、トラクター・トレーラーセットの出品票記入方法を以下の通り変更します。 
出品の際はトラクターヘッドとトレーラー部を分けて出品票2枚を記入して頂く様お願い致します。 

出品票記入方法の変更について 

《留意点》 
・ナンバー付（トラクター・トレーラー部）は自動車税の対象となります。 
・出品票２枚となり、トラクター・トレーラー部の出品番号は連番付与となります。（例）トラクター →5001,トレーラー部→5002 

・セリはトラクターのみ行い、トレーラーのセリは行いません。 
・各種ＡＡ手数料は従来通り1台分の請求となります。 

トラクター・トレーラーセット 

出品票1枚に、トラクターヘッド・トレーラー部両方の車両情報を記入 

出品票を2枚使用し、1枚目にトラクターヘッド、 
2枚目にトレーラー部の内容を記入 

２枚目 

１枚目 

トラクターヘッドの車両情報 

トレーラー部の 
車両情報 


